
澤広報くろしお  №104　2014（平成26）年11月号

　
黒
潮
町
内
で
活
動
し
て
い
る
人
権
擁

護
委
員
６
人
の
う
ち
、
矢
野
智
子
さ
ん

が
任
期
満
了
と
な
り
ま
し
た
が
、

１０
月

１
日
か
ら
３
年
間
、
再
任
と
な
り
ま
し

た
。

　
引
き
続
き
人
権
擁
護
活
動
に
ご
尽
力

い
た
だ
き
、
特
設
人
権
相
談
所
や
個
別

相
談
な
ど
で
、
あ
な
た
の
悩
み
や
相
談

を
お
受
け
し
ま
す
。

◆
他
の
黒
潮
町
の
人
権
擁
護
委
員

・
大
塚
一
福（
不
破
原
）

・
谷
口
明
男（
佐
賀
）

・
廣
井
雅
人（
入
野
）

・
矢
野
博
幸（
入
野
）

・
矢
野
健
康（
馬
荷
）

◆
人
権
擁
護
委
員
と
は
？

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
人
権
擁
護
委
員

法
に
基
づ
い
て
、
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱

さ
れ
、
人
権
相
談
を
受
け
た
り
人
権
の

考
え
を
広
め
る
活
動
を
行
う
民
間
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
制
度
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
の
人
た
ち
が
人
権
思
想
を
広
め
、

地
域
の
中
で
人
権
が
侵
害
さ
れ
な
い
よ

う
に
配
慮
し
て
人
権
を
擁
護
し
て
い
く

こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
考
え
か
ら
設

け
ら
れ
た
も
の
で
、
諸
外
国
に
例
を
見

な
い
制
度
で
す
。
現
在
、
全
国
で
約
１

万
４
千
人
（
う
ち
女
性
約
６
千
人
）
の

方
が
、
法
務
局
・
地
方
法
務
局
の
職
員

と
と
も
に
、
人
権
侵
害
事
件
の
調
査
処

理
、
人
権
相
談
、
人
権
啓
発
活
動
な
ど

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
相
談
を
社
会
福
祉
協
議
会

相
談
員
、
人
権
擁
護
委
員
、
行
政
相
談

委
員
な
ど
が
受
け
る
相
談
所
を
開
き
ま

す
。
皆
さ
ん
の
心
の
負
担
が
少
し
で
も

軽
く
な
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
家
庭

で
の
心
配
ご
と
、
地
域
で
の
も
め
ご
と
、

人
権
侵
害
や
行
政
に
関
す
る
相
談
な
ど
、

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
相
談
の
秘
密
は
必
ず
守
り
、
料

金
は
無
料
で
す
。
安
心
し
て
お
越
し
く

だ
さ
い
。
予
約
不
要
。

◆
開
催
日
時
・
場
所

・
１１
月

１４
日（
金
）午
前

１０
時
〜
正
午

　
鞭
集
会
所

・
１１
月

１４
日（
金
）午
後
１
時
〜
３
時

浮
津
集
会
所

・
１２
月
４
日（
木
）午
後
１
時
〜
３
時

　
総
合
セ
ン
タ
ー
（
佐
賀
支
所
前
）

・
１２
月
５
日（
金
）
午
後
１
時
〜
３
時

 
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
本
庁
前
）

○
お
問
い
合
わ
せ

 
本
庁 

住
民
課 

人
権
啓
発
係

蕁
４
３
―
２
８
０
０（
課
直
通
）

　
黒
潮
町
で
は
、
多
様
化
す
る
消
費
者

相
談
、
家
庭
や
職
場
、
地
域
で
の
悩
み

相
談
に
対
応
す
る
た
め
弁
護
士
を
お
招

き
し
、
無
料
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

 
近
年
町
内
で
も
悪
質
商
法
に
よ
る
高

齢
者
の
被
害
や
、
多
重
債
務
を
抱
え
る

方
の
相
談
も
増
え
て
い
ま
す
。
日
ご
ろ
、

な
か
な
か
相
談
で
き
な
い
こ
と
も
こ
の

機
会
に
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

◆
開
催
日
時
・
場
所

・
１１
月

２０
日（
木
）午
後
６
時
〜
９
時

 
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー（
本
庁
前
）

・
１２
月

１０
日（
水
）午
後
６
時
〜
９
時

 
総
合
セ
ン
タ
ー（
佐
賀
支
所
前
）

※
相
談
時
間
は
１
人

３０
分
以
内
。

 （
事
前
予
約
制
）

※
相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

 
○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

 
本
庁 

住
民
課 

人
権
啓
発
係

蕁
４
３
―
２
８
０
０（
課
直
通
）

 
本
庁 

産
業
推
進
室 

商
工
観
光
係

蕁
４
３
―
２
１
１
３（
課
直
通
）

　
四
万
十
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
と
高

知
地
方
法
務
局
四
万
十
支
局
で
は
、
弁

護
士
資
格
の
あ
る
人
権
擁
護
委
員
に
よ

る
人
権
相
談
を
、
四
万
十
支
局
に
お
い

て
開
設
し
ま
す
。
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時
　

１１
月

１０
日（
月
）

 
 
 

午
後
１
時
〜
３
時

場
所
　
高
知
地
方
法
務
局
四
万
十
支
局

（
四
万
十
市
右
山
五
月
町
３
―

１２
）

※
日
時
は
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
予
約
の
際
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
相
談
時
間
は
１
人

３０
分
以
内
。

 
（
事
前
予
約
制
）

※
相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
地
方
法
務
局
四
万
十
支
局

蕁
３
４
―
１
６
０
０

人
権
擁
護
委
員 

再
任
の
お
知
ら
せ

無
料
弁
護
士
相
談
会
の
開
催

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

心
配
ご
と
・
困
り
ご
と
、

人
権
・
行
政
相
談
所
の
開
催

弁
護
士
資
格
の
あ
る
人
権
擁
護
委

員
に
よ
る
人
権
相
談
所
の
ご
案
内

（拳ノ川）
矢野　智子
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